
令和７年第１回神栖市議会定例会議案一覧表 

 

議案番号 件  名 

議案第１号 農業委員会委員の任命について 

議案第２号 神栖市行政組織条例の一部を改正する条例 

議案第３号 

神栖市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例 

議案第４号 
神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

議案第５号 
神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市職員の定年等に関する条

例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例 

議案第６号 
神栖市職員の育児休業等に関する条例及び神栖市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第７号 神栖市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

議案第８号 神栖市税条例の一部を改正する条例 

議案第９号 神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議案第 10号 神栖市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第 11号 神栖市積立基金条例の一部を改正する条例 

議案第 12号 
神栖市はさき保健・交流センターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例 

議案第 13号 
神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

議案第 14号 
神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

議案第 15号 

神栖市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例及び

神栖市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 
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議案第 16号 神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

議案第 17号 
神栖市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する

条例の一部を改正する条例 

議案第 18号 神栖市印鑑条例の一部を改正する等の条例 

議案第 19号 神栖市工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例 

議案第 20号 
神栖市水道事業における布設工事監督者及び水道技術管理者に関す

る条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

議案第 21号 
神栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部

を改正する条例 

議案第 22号 
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例 

議案第 23号 令和６年度神栖市一般会計補正予算（第１０号） 

議案第 24号 
令和６年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

３号） 

議案第 25号 
令和６年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４

号） 

議案第 26号 令和６年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

議案第 27号 令和６年度神栖市下水道事業会計補正予算（第４号） 

議案第 28号 令和７年度神栖市一般会計予算 

議案第 29号 令和７年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 

議案第 30号 令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）予算 

議案第 31号 令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 32号 令和７年度神栖市水道事業会計予算 

議案第 33号 令和７年度神栖市下水道事業会計予算 

議案第 34号 
専決処分の承認を求めることについて 

・令和６年度神栖市一般会計補正予算（第９号） 



諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第１号 

 

農業委員会委員の任命について 農業委員会の委員の任期が令和７年３月３１日をもって満了する

ことに伴い、新たに農業委員会委員を任命したいので、農業委員

会等に関する法律第８条第１項の規定に基づき、議会の同意を求

めるものであります。 

【任期】令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までの３年間 
【候補者数】１４名（別紙一覧のとおり） 

 

議案第２号 神栖市行政組織条例の一部を改正する条例 令和７年４月１日付けの行政組織改編に伴い、所要の改正を行う

ものであります。 

【改正内容】 

・第２条(７) 都市整備部の「オ 営繕に関すること。」を削り、(３)

企画部に「ケ 営繕に関すること。」を追加する。 

 

議案第３号 神栖市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、ま

た、文言の整理をするため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

・第２条第３号から第６号まで 

 引用する法律の条項がずれることに伴う改正。 

・別表第２（第４条関係） 

 「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

 「又は特例給付」を削る。 

 

【農業委員会等に関する法律】（抄） 

第８条 〔略〕 

１ 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推

進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しそ

の職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議

会の同意を得て、任命する。 

２から７まで 〔略〕 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第４号 神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例 

神栖市職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、準用する市職

員の期末手当支給月数が改定されたため、所要の改正を行うもの

であります。 

【改正内容】 

・特別職の期末手当支給月数については、市職員の期末手当支給月数を読

み替える規定としており、読替えの対象となる規定が「100分の 122.5」

から「100分の 125」に改正されたことにより、読替箇所の改正を行う。 

・令和７年度以降の期末手当支給月数は令和６年度と変更なし 

６月期：1.7月、１２月期 ：1.7月 ※年間支給月数：3.4月 

 

議案第５号 神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市職員

の定年等に関する条例等の一部を改正する等の

条例の一部を改正する条例 

令和６年人事院勧告等の趣旨に鑑み、職員の昇給制度等を改定す

るため、所要の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 

第１条関係（神栖市職員の給与に関する条例の改正） 

・昇給抑制に係る規定の廃止（第６条第５項及び第６項） 

  職員の定期昇給について、行政職給料表の適用を受ける職員でそ

の職務の級が５級以上であるものに対し、昇給抑制を行っていた

が、人事院勧告等の趣旨に鑑み、昇給抑制に係る規定を廃止する。 

  なお、「５５歳を超える職員」及び「行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が６級以上であるもの」における昇給の号給

数については、規則で定める基準に従い決定する。 

 

第２条関係（神栖市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例） 

・地方公務員法の一部改正に伴う付則第２８項の項ずれ対応 

（項の繰上げ：附則第９条第３項 ⇒ 附則第９条第２項） 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第６号 神栖市職員の育児休業等に関する条例及び神栖

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律の一部改正に伴い、職員の仕事と生活の両立支援の拡充

等を図るため、所要の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 

第１条関係（神栖市職員の育児休業等に関する条例の改正） 

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の一部改正に伴い、第１８条第３項で引用している規定につい

て、条項ずれ（第６１条第３２項から第６１条の２第２０項へ条項ず

れ）となったことから、引用箇所の改正を行う。 

 

第２条関係（神栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正） 

・時間外勤務の免除の対象となる子の範囲の拡大（第８条の２第２項） 

改正前：３歳に満たない子のある職員 

改正後：小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 

・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備に係る規定

の新設（第１７条の２及び第１７条の３） 

 

議案第７号 神栖市職員の旅費に関する条例の一部を改正す

る条例 

国家公務員等の旅費支給規程の一部改正に伴い、引用する条項の

整理をするため、また、外国旅行の旅費に係る規定の見直しをす

るため、所要の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 

・国家公務員等の旅費支給規程の一部改正に伴い、第２条第１項第３号で引

用している規定が繰下げられたことから、引用箇所の改正を行う。 

・別表第２（第３２条、第３４条関係）の改正 

外国旅行の旅費について規定 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第８号 神栖市税条例の一部を改正する条例 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、ま

た、固定資産税の前納報奨金を廃止するため、所要の改正を行う

ものであります。 

【改正内容】 

・法改正関係 

第３６条の２第１０項、第６２条の２第２項第１号、第８９条第２

項第２号、第１３９条の３第２項第１号及び第１４９条第１号中で引

用している条項が「第２条第１５項」から「第２条第１６項」に繰り

下げとなるため、該当条項を改める。 

・前納報奨金廃止関係 

第７０条第２項から第４項までを削る。 

 

議案第９号 神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例 

国民健康保険税の所得割率及び被保険者均等割額を見直し、国民

健康保険事業の円滑な財政運営を図るため、所要の改正を行うも

のであります。 

【主な改正内容】 

・国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納

付金課税額の各所得割率及び被保険者均等割額を改める。 

・上記に伴い、国民健康保険税の軽減額を改める。 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 10号 神栖市手数料条例の一部を改正する条例 県からの事務権限の移譲、事務の変更等に伴い、手数料の新設及

び文言の整理をするため、所要の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 

別表の改正 

・第１８項中「神栖市民カード」を「印鑑登録証」に改める。 

・第４６項「宅地造成又は特定盛土等に関する工事中間検査申請」に係

る手数料を新設（以降、第４８項まで項ずれ） 

・第４９項「地籍調査成果に関する資料の交付」に係る手数料を新設 

 

議案第 11号 神栖市積立基金条例の一部を改正する条例 国際交流事業に要する経費の財源に充当してきた神栖市国際交流

基金の残高が皆減となったことから、当該基金を廃止するため、

所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

・別表「神栖市国際交流基金」の項を削る。 

 

議案第 12号 神栖市はさき保健・交流センターの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例 

神栖市はさき保健福祉センターで行う事業において、母子保健機能と児

童福祉機能の双方による支援を一体的に実施することに伴い、児童福祉

に関する業務を拡充するため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

・第２条第２号「母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２２条第

１項に規定する母子保健包括支援センターに関すること。」を「母子

保健に関すること。」に改める。 

・第２条第３号「その他市民の健康の保持及び増進並びに福祉の増進を

図るために必要な事業」を第４号に繰り下げ、第３号を「児童福祉に

関すること。」に改める。 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 13号 神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令及び

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内

閣府令の施行に伴い、保育事業者等との連携に係る規定の見直し

等をするため、また、栄養士に係る規定に管理栄養士を加えるた

め、所要の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 

・子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令関係 

保育事業者等との連携に係る規定の見直し等（第６条、付則第３条） 

・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府

令関係 

第１６条第１項第２号中「栄養士」を「栄養士又は管理栄養士」に

改める。 

 

 

議案第 14号 神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令の施

行に伴い、保育事業者等との連携に係る規定の見直し等をするた

め、所要の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 

・保育事業者等との連携に係る規定の見直し等（第３７条、第４２条、

付則第４条） 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 15号 神栖市地域包括支援センターの職員等に係る基

準を定める条例及び神栖市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、地域

包括支援センターにおける職員配置の柔軟化を図るため、また、

文言の整理をするため、所要の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 

第１条関係（神栖市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める

条例の改正） 

・第３条第２項 → 略称規定と引用する条項等の改正 

・第４条    → 条の全部改正（省令改正と文言の整理） 

 

第２条関係（神栖市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の改正） 

・第１４条第１号 → 引用する条項等の改正 

 

議案第 16号 神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例の一部

を改正する条例 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、所

要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

・第１１条第３号中「第６１条第６項において読み替えて準用する同条

第３項」を「第６１条の２第３項」に改める。 

 



プレス 用 

 令和７年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．８ 

 

 

議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 17号 神栖市土砂等による土地の埋立て、盛土及びた

い積の規制に関する条例の一部を改正する条例 

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部改正

に伴い、宅地造成及び特定盛土等規制法による規制内容と重複する

部分等について整理するため、所用の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 

・盛土規制法と重複する規制等の整理 

盛土規制法と重複する災害防止目的に関する文言の削除を行う。 

・県残土条例の許可対象面積引き下げに伴う、市残土条例の許可対象面

積の改正 

盛土規制法の特定盛土等規制区域について 3,000 ㎡超が許可対象面

積となっており、県残土条例も盛土規制法の許可対象面積に合わせ、

3,000 ㎡超を県残土条例の許可対象面積に改正することから、市残土

条例の許可対象面積の上限を、5,000 ㎡未満から 3,000 ㎡以下に改正

する。 

・適用範囲の新設 

土地の区域内で発生した土砂のみを使用して行う事業は、他の場所

から土砂等を搬入しないため、同事業を適用範囲第３条第２項中の第

４号に条文を新設する。 

 

議案第 18号 神栖市印鑑条例の一部を改正する等の条例 証明書自動交付機を廃止することに伴い、関係する規定を整理する

ため所要の改正を行い、併せて条例を廃止するものであります。 

【改正内容】 

・神栖市印鑑条例中、証明書自動交付機による交付手続に係る規定（第

１２条後段及び第１３条第２項）を削る。 

・神栖市多機能磁気カードの発行等に関する条例を廃止する。 

 



プレス 用 

 令和７年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．９ 

 

 

議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 19号 神栖市工場立地法地域準則条例の一部を改正す

る条例 

工場における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を

緩和することにより、既存工場への再投資及び企業誘致を促進す

るため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

・第４条に規定する緑地面積等の敷地面積に対する割合を次のとおり改

める。 

緑地面積率  （現行）10／100以上 → （改正後） 5／100以上 

環境施設面積率（現行）15／100以上 → （改正後）10／100以上 

 

議案第 20号 神栖市水道事業における布設工事監督者及び水

道技術管理者に関する条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例 

建設業法施行令の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするた

め、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

・神栖市水道事業における布設工事監督者及び水道技術管理者に関する

条例の一部を改正する条例により、第３条及び第４条において新たに

引用することとなる建設業法施行令の条項が「第３４条」から「第 

３７条」に繰り下げとなるため、引用箇所の改正を行う。 

 

議案第 21号 神栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

に関する条例の一部を改正する条例 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部

改正に伴い、消防団員等公務災害補償等共済基金から市に支払わ

れる消防団員退職報償金の勤務年数区分に、新たに３５年以上の

区分が追加されるため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 

・別表（第２条関係）退職報償金支給額表の勤務年数区分に、新たに 

３５年以上の区分を追加する。 

 



プレス 用 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 22号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、懲役及び禁錮を廃止

し、これらに代えて拘禁刑を創設するため、所要の改正を行うも

のであります。 

【改正内容】 

７条例をまとめて改正する整理条例とする。 

「懲役」関係 

・神栖市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例 

・神栖市行政不服審査会条例 

・神栖市個人情報の保護に関する法律施行条例 

・神栖市情報公開及び個人情報保護審査会条例 

「禁錮」関係 

・神栖市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

・神栖市職員の給与に関する条例 

・神栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

 

議案第 23号 令和６年度神栖市一般会計補正予算（第１０

号） 

 

 

 

 

補正は歳入歳出それぞれ１０億２,０８０万６千円を追加し、補正

後の予算規模を４８３億７,２３７万２千円とするものであります。 

補正前の額  ４７,３５１,５６６千円 

補 正 額   １,０２０,８０６千円 

計    ４８,３７２,３７２千円 

補正の主な内容につきましては、令和５年度繰越金のうち、地方財

政法第７条に基づき１１億円を財政調整基金に積み立てるほか、教

育施設の改修を行うため、補正予算を計上するものであります。財

源としましては、国庫支出金、市債等を充てるものであります。 

 

補正内容の詳細は財政課作成資料を参照 



プレス 用 
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ＮＯ．１１ 

 

 

議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 24号 令和６年度神栖市国民健康保険特別会計（事業

勘定）補正予算（第３号） 

補正は歳入歳出それぞれ３,１３２万円を追加し、補正後の予算規

模を９９億５,１７８万７千円とするものであります。 

補正前の額   ９,９２０,４６７千円 

補 正 額      ３１,３２０千円 

  計     ９,９５１,７８７千円 

補正の主な内容につきましては、令和５年度特別調整交付金の精

算等に伴う返還金及び国民健康保険支払準備基金への積立金を増

額するため、補正予算を計上するものであります。財源としまし

ては、繰越金等を充てるものであります。 

 

議案第 25号 令和６年度神栖市介護保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第４号） 

補正は歳入歳出それぞれ３億７,９６８万円を追加し、補正後の予

算規模を６３億５,９４８万８千円とするものであります。 

補正前の額   ５,９７９,８０８千円 

補 正 額     ３７９,６８０千円 

    計     ６,３５９,４８８千円 

補正の主な内容につきましては、令和５年度の介護給付費及び地

域支援事業費の確定に伴い、基金積立金及び諸支出金を増額する

ほか、居宅介護サービス利用者の増加に伴い、介護給付費を増額

するため、補正予算を計上するものであります。財源としまして

は、繰越金等を充てるものであります。 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 26号 令和６年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号） 

補正は歳入歳出それぞれ１,４５８万３千円を減額し、補正後の予

算規模を１２億９６９万９千円とするものであります。 

補正前の額   １,２２４,２８２千円 

補 正 額     △１４,５８３千円 

    計     １,２０９,６９９千円 

補正の主な内容につきましては、歳出において、広域連合共通経

費負担金及び保険基盤安定納付金の確定による減額等について、

補正するものであります。歳入においては、繰入金の減額等につ

いて補正するものであります。 

 

議案第 27号 令和６年度神栖市下水道事業会計補正予算（第

４号） 

補正は、収益的収入の予定額から１,７７３万５千円を減額し、 

２０億４,１６１万８千円に、収益的支出の予定額から４,４１９

万円を減額し、１８億５,５７９万８千円に、資本的収入の予定額

から４,０９１万円を減額し、１４億５,８５２万４千円に、資本

的支出の予定額から２,９５９万円を減額し、１８億２,８９５万

２千円とするものであります。 

 

（収益的収入） 

  補正前の額   ２,０５９,３５３千円 

  補 正 額     △１７,７３５千円 

    計     ２,０４１,６１８千円 

 

 



プレス 用 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

（収益的支出） 

  補正前の額   １,８９９,９８８千円 

  補 正 額     △４４,１９０千円 

    計     １,８５５,７９８千円 

 

（資本的収入） 

  補正前の額   １,４９９,４３４千円 

  補 正 額      △４０,９１０千円 

    計     １,４５８,５２４千円 

 

（資本的支出）    

  補正前の額   １,８５８,５４２千円 

  補 正 額      △２９,５９０千円 

     計          １,８２８,９５２千円 

 

補正の主な内容につきましては、収益的収入及び資本的収入にお

いて、国庫補助金の確定に伴い減額するものであり、収益的支出

及び資本的支出においては、事業費の確定に伴い減額するもので

あります。 

 



プレス 用 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 28号 令和７年度神栖市一般会計予算 歳入歳出予算の総額は、４４７億４,１００万円であり、前年度と

比較しますと、２,６００万円の増額となっております。 

 

歳入歳出の総額   ４４,７４１,０００千円 

   （前年度）     ４４,７１５,０００千円 

（比 較）         ２６,０００千円 

 

議案第 29号 令和７年度神栖市国民健康保険特別会計（事業

勘定）予算 

歳入歳出予算の総額は、９７億４,３７５万２千円であり、前年度と

比較しますと、１億７,３８７万５千円の減額となっております。 

 

歳入歳出の総額    ９,７４３,７５２千円 

（前年度）      ９,９１７,６２７千円 

（比 較）      △１７３,８７５千円 

 

議案第 30号 令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘

定）予算 

歳入歳出予算の総額は、６０億９,０９０万１千円であり、前年度

と比較しますと、１億２,２４０万３千円の増額となっておりま

す。 

 

歳入歳出の総額     ６,０９０,９０１千円 

   （前年度）      ５,９６８,４９８千円 

（比 較）       １２２,４０３千円 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 31号 令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計予算 歳入歳出予算の総額は、１２億４,８６０万７千円であり、前年度

と比較しますと、２,６７８万２千円の増額となっております。 

 

歳入歳出の総額      １,２４８,６０７千円 

   （前年度）      １,２２１,８２５千円 

   （比 較）        ２６,７８２千円 

 

議案第 32号 令和７年度神栖市水道事業会計予算 水道事業会計予算は、総額４８億２,２５２万７千円であり、前年

度と比較しますと、５億３,４６６万円の増額となっております。 

 

支出の総額        ４,８２２,５２７千円 

  （前年度）       ４,２８７,８６７千円 

（比 較）         ５３４,６６０千円 

 

議案第 33号 令和７年度神栖市下水道事業会計予算 下水道事業会計予算は、総額３３億６,２０３万１千円であり、前

年度と比較しますと、３億８,６００万３千円の減額となっており

ます。 

 

支出の総額        ３,３６２,０３１千円 

  （前年度）       ３,７４８,０３４千円 

（比 較）        △３８６,００３千円 

 



プレス 用 

 令和７年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．１６ 

 

 

議案番号 件   名 概   要 備考 

議案第 34号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

・令和６年度神栖市一般会計補正予算（第９

号） 

 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をしたの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもので

あります。 

補正は歳入歳出それぞれ５億５,９０５万３千円を追加し、補正後

の予算規模を４７３億５,１５６万６千円とするものであります。 

補正前の額  ４６,７９２,５１３千円 

補 正 額     ５５９,０５３千円 

計    ４７,３５１,５６６千円 

補正の内容につきましては、物価高騰の影響を受けている低所得

世帯に対し、早期に給付金を支給するため、また、ふるさとづく

り寄附金の増加に伴う経費を措置し、寄附金を基金に積み立てる

ほか、文化センター等の停電を復旧するため補正予算を計上し、

１月２１日に専決処分したものであります。 

 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

 

 

 

 

石毛 和彦 委員の任期が令和７年６月３０日をもって満了するこ

とに伴い、人格識見ともに高い同氏を引き続き人権擁護委員に推

薦するため、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会

の意見を求めるものであります。 

【氏    名】 石毛 和彦 

【住    所】 神栖市波崎 

 

【地方自治法】（抄） 
第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただ

し書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共

団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため

議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又

は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共

団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。  

２ 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。  

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の

会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

【人権擁護委員法第６条第１項及び第３項】 

(委員の推薦及び委嘱) 

第６条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有

する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理

解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会

その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的

とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意

見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。 
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議案番号 件   名 概   要 備考 

諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて 

伊勢田 雅章 委員の任期が令和７年６月３０日をもって満了する

ことに伴い、人格識見ともに高い同氏を引き続き人権擁護委員に

推薦するため、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議

会の意見を求めるものであります。 

【氏    名】 伊勢田 雅章 

【住    所】 神栖市土合東 

 

諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて 

田谷 和子 委員の任期が令和７年６月３０日をもって満了するこ

とに伴い、人格識見ともに高い三浦 幸子 氏を人権擁護委員とし

て推薦するため、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、

議会の意見を求めるものであります。 

【氏    名】 三浦 幸子 

【住    所】 神栖市波崎 

 

 



プレス 用 

別紙 

 

 

議会の同意等を要する人事等に関する議案について 

 

＜議案第１号関係＞ 農業委員会委員の任命について 

 

五十音順 

No 氏名（ふりがな） 住所（大字） 

１ 安藤 和利（あんどう かずとし） 矢田部 

２ 飯田 等（いいだ ひとし） 柳川 

３ 大塚 徹（おおつか とおる） 息栖 

４ 境 政一（さかい まさかず） 神栖 

５ 坂本 正行（さかもと まさゆき） 大野原中央 

６ 鈴木 茂（すずき しげる） 太田 

７ 田内 一郎（たうち いちろう） 太田 

８ 立花 紀貴（たちばな のりたか） 下幡木 

９ 長谷川 一夫（はせがわ かずお） 矢田部 

１０ 長谷川 雅一（はせがわ まさかず） 矢田部 

１１ 原 範子（はら のりこ） 矢田部 

１２ 松沢 吉通（まつざわ よしみち） 息栖 

１３ 溝口 竜生（みぞぐち たつお） 波崎 

１４ 宮本 清美（みやもと きよみ） 田畑 

 

 

各位におかれましては、個人情報保護の観点から、個人情報の取扱いについては細

心の注意を払っていただきますようご協力をお願いいたします。 



提 案 理 由 

 

令和７年第１回神栖市議会定例会に提出いたしました議案につきまして、説明いた

します。 

今回の提出案件は、 

 人事に関するもの              １件 

 条例に関するもの             ２１件 

  予算に関するもの             １１件 

  専決処分の承認を求めるもの         １件 

  諮問に関するもの              ３件 

でございます。 

 

議案第１号につきましては、農業委員会委員の任命についてであり、農業委員会の

委員の任期が令和７年３月３１日をもって満了することに伴い、新たに農業委員会委員

を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基づき、議会の同

意を求めるものであります。 

 

議案第２号につきましては、神栖市行政組織条例の一部を改正する条例についてで

あり、令和７年４月１日付けの行政組織改編に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第３号につきましては、神栖市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例についてであり、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、ま

た、文言の整理をするため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第４号につきましては、神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例についてであり、神栖市職員の給与に関する条例の一部

改正に伴い、準用する市職員の期末手当支給月数が改定されたため、所要の改正を行う

ものであります。 

 

議案第５号につきましては、神栖市職員の給与に関する条例及び神栖市職員の定年等

に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例についてであり、令和

６年人事院勧告等の趣旨に鑑み、職員の昇給制度等を改定するため、所要の改正を行う

ものであります。 

 



議案第６号につきましては、神栖市職員の育児休業等に関する条例及び神栖市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてであり、育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、職員の仕

事と生活の両立支援の拡充等を図るため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第７号につきましては、神栖市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につい

てであり、国家公務員等の旅費支給規程の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、

また、外国旅行の旅費に係る規定の見直しをするため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第８号につきましては、神栖市税条例の一部を改正する条例についてであり、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴

い、引用する条項の整理をするため、また、固定資産税の前納報奨金を廃止するため、

所要の改正を行うものであります。 

 

議案第９号につきましては、神栖市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

てであり、国民健康保険税の所得割率及び被保険者均等割額を見直し、国民健康保険事

業の円滑な財政運営を図るため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１０号につきましては、神栖市手数料条例の一部を改正する条例についてであ

り、県からの事務権限の移譲、事務の変更等に伴い、手数料の新設及び文言の整理をす

るため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１１号につきましては、神栖市積立基金条例の一部を改正する条例についてで

あり、国際交流事業に要する経費の財源に充当してきた神栖市国際交流基金の残高が皆

減となったことから、当該基金を廃止するため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１２号につきましては、神栖市はさき保健・交流センターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例についてであり、神栖市はさき保健福祉センターで行う

事業において、母子保健機能と児童福祉機能の双方による支援を一体的に実施すること

に伴い、児童福祉に関する業務を拡充するため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１３号につきましては、神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例についてであり、子ども・子育て支援法施行規則等

の一部を改正する内閣府令及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する内閣府令の施行に伴い、保育事業者等との連携に係る規定の見直し等をするため、

また、栄養士に係る規定に管理栄養士を加えるため、所要の改正を行うものであります。 



議案第１４号につきましては、神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであり、子ども・子育て

支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、保育事業者等との連携に係

る規定の見直し等をするため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１５号につきましては、神栖市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定

める条例及び神栖市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例についてであり、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準の一部を改正する省令の施行に伴い、地域包括支援センターにおける職員配置の柔

軟化を図るため、また、文言の整理をするため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１６号につきましては、神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例の一部を改正

する条例についてであり、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、所要の改正を行うも

のであります。 

 

議案第１７号につきましては、神栖市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の

規制に関する条例の一部を改正する条例についてであり、茨城県土砂等による土地の埋

立て等の規制に関する条例の一部改正に伴い、宅地造成及び特定盛土等規制法による規

制内容と重複する部分等について整理するため、所用の改正を行うものであります。 

 

議案第１８号につきましては、神栖市印鑑条例の一部を改正する等の条例についてで

あり、証明書自動交付機を廃止することに伴い、関係する規定を整理するため所要の改

正を行い、併せて条例を廃止するものであります。 

 

議案第１９号につきましては、神栖市工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例

についてであり、工場における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を緩和

することにより、既存工場への再投資及び企業誘致を促進するため、所要の改正を行う

ものであります。 

 

議案第２０号につきましては、神栖市水道事業における布設工事監督者及び水道技術

管理者に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてであり、建設

業法施行令の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、所要の改正を行うもの

であります。 



議案第２１号につきましては、神栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す

る条例の一部を改正する条例についてであり、消防団員等公務災害補償等責任共済等に

関する法律施行令の一部改正に伴い、消防団員等公務災害補償等共済基金から市に支払

われる消防団員退職報償金の勤務年数区分に、新たに３５年以上の区分が追加されるた

め、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第２２号につきましては、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例についてであり、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、懲役及

び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設するため、所要の改正を行うものであり

ます。 

 

議案第２３号につきましては、令和６年度神栖市一般会計補正予算（第１０号）につ

いてであり、補正は歳入歳出それぞれ１０億２,０８０万６千円を追加し、補正後の予

算規模を４８３億７,２３７万２千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、令和５年度繰越金のうち、地方財政法第７条に基づ

き１１億円を財政調整基金に積み立てるほか、教育施設の改修を行うため、補正予算を

計上するものであります。財源としましては、国庫支出金、市債等を充てるものであり

ます。 

 

議案第２４号につきましては、令和６年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第３号）についてであり、補正は歳入歳出それぞれ３,１３２万円を追加し、

補正後の予算規模を９９億５,１７８万７千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、令和５年度特別調整交付金の精算等に伴う返還金及

び国民健康保険支払準備基金への積立金を増額するため、補正予算を計上するものであ

ります。財源としましては、繰越金等を充てるものであります。 

 

議案第２５号につきましては、令和６年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第４号）についてであり、補正は歳入歳出それぞれ３億７,９６８万円を追加し、

補正後の予算規模を６３億５,９４８万８千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、令和５年度の介護給付費及び地域支援事業費の確定

に伴い、基金積立金及び諸支出金を増額するほか、居宅介護サービス利用者の増加に伴

い、介護給付費を増額するため、補正予算を計上するものであります。財源としまして

は、繰越金等を充てるものであります。 

 

 

 



議案第２６号につきましては、令和６年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）についてであり、補正は歳入歳出それぞれ１,４５８万３千円を減額し、補

正後の予算規模を１２億９６９万９千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、歳出において、広域連合共通経費負担金及び保険基

盤安定納付金の確定による減額等について、補正するものであります。歳入においては、

繰入金の減額等について補正するものであります。 

 

議案第２７号につきましては、令和６年度神栖市下水道事業会計補正予算    

（第４号）についてであり、補正は、収益的収入の予定額から１,７７３万５千円を 

減額し、２０億４,１６１万８千円に、収益的支出の予定額から４,４１９万円を減額し、

１８億５,５７９万８千円に、資本的収入の予定額から４,０９１万円を減額し、   

１４億５,８５２万４千円に、資本的支出の予定額から２,９５９万円を減額し、   

１８億２,８９５万２千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、収益的収入及び資本的収入において、国庫補助金の

確定に伴い減額するものであり、収益的支出及び資本的支出においては、事業費の確定

に伴い減額するものであります。 

 

議案第２８号につきましては、令和７年度神栖市一般会計予算についてであり、

歳入歳出予算の総額は、４４７億４,１００万円であり、前年度と比較しますと、

２,６００万円の増額となっております。 

 

議案第２９号につきましては、令和７年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算についてであり、歳入歳出予算の総額は、９７億４,３７５万２千円であり、前年

度と比較しますと、１億７,３８７万５千円の減額となっております。 

 

議案第３０号につきましては、令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）予算

についてであり、歳入歳出予算の総額は、６０億９,０９０万１千円であり、前年度と

比較しますと、１億２,２４０万３千円の増額となっております。 

 

議案第３１号につきましては、令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計予算につい

てであり、歳入歳出予算の総額は、１２億４,８６０万７千円であり、前年度と比較し

ますと、２,６７８万２千円の増額となっております。 

 

議案第３２号につきましては、令和７年度神栖市水道事業会計予算についてであり、

水道事業会計予算は、総額４８億２,２５２万７千円であり、前年度と比較しますと、

５億３,４６６万円の増額となっております。 



議案第３３号につきましては、令和７年度神栖市下水道事業会計予算についてであり、

下水道事業会計予算は、総額３３億６,２０３万１千円であり、前年度と比較しますと、

３億８,６００万３千円の減額となっております。 

 

議案第３４号につきましては、専決処分の承認を求めることであり、令和６年度神栖

市一般会計補正予算（第９号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき

専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであり

ます。 

補正は歳入歳出それぞれ５億５,９０５万３千円を追加し、補正後の予算規模を   

４７３億５,１５６万６千円とするものであります。補正の内容につきましては、物価

高騰の影響を受けている低所得世帯に対し、早期に給付金を支給するため、また、ふる

さとづくり寄附金の増加に伴う経費を措置し、寄附金を基金に積み立てるほか、文化セ

ンター等の停電を復旧するため補正予算を計上し、１月２１日に専決処分したものであ

ります。 

 

諮問第１号につきましては、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

であり、石毛 和彦 委員の任期が令和７年６月３０日をもって満了することに伴い、 

人格識見ともに高い同氏を引き続き人権擁護委員に推薦するため、人権擁護委員法  

第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 

 

諮問第２号につきましては、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

であり、伊勢田 雅章 委員の任期が令和７年６月３０日をもって満了することに伴い、

人格識見ともに高い同氏を引き続き人権擁護委員に推薦するため、人権擁護委員法  

第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 

 

諮問第３号につきましては、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

であり、田谷 和子 委員の任期が令和７年６月３０日をもって満了することに伴い、 

人格識見ともに高い三浦 幸子 氏を人権擁護委員として推薦するため、人権擁護委員法

第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 




